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「ふるさとづくり寄付」



ＳＤＧｓ未来都市ニセコ町の
まちづくり

一緒に進めませんか

ニセコ町長 片山 健也

環境創造都市ニセコ町

町ホームページや広報誌を通じて、パートナー
企業様の応援を紹介情報共有

その後も寄付に限らない多様なパートナーシッ
プ連携を構築することも可能ですパートナー

　ニセコ町は、国にさきがけ2004年からふるさとづくり寄付事業に取り組んでき

ました。この取組は、みなさん一人ひとりの「ニセコ町への想い」を寄付金という

形でお受けすることによる、新しいまちづくりの参加・応援制度です。これまで

の個人を対象とした取組では一貫して過度な返礼は実施せず、いただいた寄

付金を教育・文化活動や環境保全などニセコ町の価値を未来に引き継ぐ事業

に大切に使用してきました。

　2020年度から、ニセコ町のまちづくりに共感していただける企業様も、企業版

として新たにこの取組の対象に加え、多様な参加・パートナーシップによる個性

あるふるさとづくりを進めていきたいと考えています。ニセコ町のパートナーとし

てまちづくりを進めていただける企業様の応援を心からお待ちしています。

取組の根拠：ニセコ町まちづくり基本条例第５０条

（町外の人々との連携）
　わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組
みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。
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ふるさと納税（企業版）が
より利用しやすくなります！

寄付の検討・相談

10万円から寄付が可能！
１法人等
寄付の検討

取組の実施。寄付時期の相談

取組開始2020年４月～
２ニセコ町

取組実施

寄付の払込

取組完了前の払込も可（条件有）
３法人等
寄付の払込

寄付の受入・領収書交付

町ホームページ等で寄付の紹介
４ニセコ町
寄付の検討

税の申告

最大約９割が控除
５法人等

税の申告

［企業版ふるさと納税の流れ］

2020年からは最大約9割控除に！
〜2019年までは約6割控除〜

通常の軽減効果

損金算入
（約3割）

税額控除
（＋約3割）

＋税額控除
（約3割）

負担
（約1割）

寄付額

企業版第１号として、宮坂商店様

から「鉄道文化遺産の保全・展示

事業」にご寄付いただきました。

最大９割
控除

企業版ふるさと納税第1号

宮坂商店様



環境と社会と経済の相乗効果

SDGs～未来へ向けた持続可能なまちづくり～

• 新たな街区「NISEKO 生活・モデル地区（ニセコミライ）」での持続可能な開発

• 地域木材等の利活用促進、域内調達率向上に向けた取組

• 安心、安全な暮らしを支える計画的なインフラ投資

社会
経済

環境

○子育て支援・教育

• キッズパークの運営、幼児センター・こども

館の機能強化

• 地域人材による公営塾の運営

• 外国語教育、食育、スキーなどスポーツ教

育の充実

• ニセコ高校の特色ある活動の展開、海外で

の修学旅行・研修・留学の実施

「未来は子どもたちがつくる」
○文化・コミュニティ

「大事な価値を未来へ」
• 情報共有、住民参加によるまちづくりの推進

• 有島記念館、あそぶっく、ニセコ中央倉庫

群を核にした文化・芸術・歴史の充実

• ニセコハロウィン、絵本ワールドなど多様で

多文化な交流イベントの開催

• ニセコルール（スノーリゾートニセコを支え

る唯一無二のルール）

○環境モデル都市

「エネルギーも未来型」
• 省エネルギー・再生可能エネルギーの導入

などCO2 の86％削減に向けた取組

• 景観、水環境の保全

再エネと高効率化による
エネルギー消費の最小化

カネ流出の最小化

再生可能エネルギー輸出

カネ流入の最大化

ニセコ町 企画環境課自治創生係
048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見55番地 TEL 0136-44-2121 FAX 0136-44-3500
E-mail：jichi@town.niseko.lg.jp 詳しくはホームページをご覧ください。 北海道　ニセコ町 検 索

ニセコ町ホームページ「ふるさと納税」
企業版ふるさと納税

お問い合わせ先

このほかにも様々なプロジェクトを実施していきます。 第２期ニセコ町自治創生総合戦略に位置付けられた取組が寄付の対象となります。

共感パートナーシッププロジェクト例



『共感』がつなぐ多様な連携による
持続可能なまちづくり推進事業
R5予算：2,590万円 2022年～

全国初の自治基本条例に基づく住民自治のまちづくりの実践、「環境モデル都市」
や「SDGs未来都市」の取組など、ニセコ町がこれまで取り組んできたまちづくりに対

し、町民に加え、町外のニセコファン・ふるさと住民や企業からいただいている『共
感』について、モデル・先導となる環境を中心とした多様な連携事業の積み重ね・発
信によりその価値を高め、さらなる『共感』による多様な連携が自発的に創発され、
好循環に結び付けることを目指します。これにより環境・経済・社会の三側面など
様々なまちづくりの分野で相乗効果を発揮し、地域の持続可能性を高めることを目
的としています。

＜主な取組＞

・まちづくり会社を中心とした多様な連携の推進体制の構築

・モデル・先導となる環境を基軸とした多様な連携モデル事業の展開

・連携創発をうむ『共感』形成に向けた「住民参加」と「情報共有」の実践

企画環境課自治創生係 担当：島﨑

＜R4寄付者＞※申出順に掲載
　株式会社フコク 様
　株式会社アイ・ディー・エフ 様
　株式会社住宅あんしん保証 様
　株式会社サンコー 様
　アロック・サンワ株式会社 様
　上山試錐工業株式会社 様
　中央コンピューターサービス株式会社 様
　ホクレン農業協同組合連合会 様

ウ　魅力的で持続可能なまちづくりの推進事業



持続可能な「ニセコ共生循環の森林づくり」
を実現する地域商社推進事業

R5予算：2,500万円 2019年～

コロナウイルスによる暮らしの変化や脱炭素社会、ウッドショッ
クなどにより森林・木材に対する関心の高まりに合わせて、ま
ずは森林空間の価値向上・体験の創出など森林を身近に感じ
てもらえる取組をアプローチします。また、未整備森林を多く抱
える森林管理、依然として低いニセコ町産木材の供給体制を整
えつつ、町産材製品の開発・拡販、体験プログラムを通した関
係人口の創出、人材育成を図ります。

＜主な取組＞

・官民連携による林務体制の再構築

・ニセコ町産材の循環機能となるニセコモデルの森林整備機
能・交流型木材加工施設（遊休施設利活用）の試験運用

・町産材製品のマーケティング、循環の始動

・関係人口創出を見据えた体験プログラムの開発

・デジタルコミュニティ通貨連携による域内経済循環、情報発信、
関係・共感人口の創出

・林業・木材加工従事者の人材確保・育成

農政課林業再生係 担当：稲森

地域商社の役割は
森林整備・素材生産体制を構築し地域の森林資源を（再）価値化することで

木材流通・高付加価値化、森林サービス産業の創出へと展開し
これらを連関させることで持続可能な森林経営の推進を図り

並行して域内消費の拡大を図る仕組みを構築し
域内経済循環の実現・発展へと結びつけていくこと

＜R4寄付者＞※申出順に掲載
　株式会社セイコーマート 様
　王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 様
　上山試錐工業株式会社 様

ア　地域資源を活かした産業の育成と多様な働き方を実現できる環境づくり事業



持続可能な観光地域づくり（GSTC)
R5予算：4,330万円 2021年～

ニセコ町は、国際観光リゾート地として、また環境モデル都市
やSDGs未来都市として、観光分野でも持続性を保ち、海外・

国内の観光客だけでなく、町民からも愛され、信頼される観
光地域づくりを進めます。

＜観光振興ビジョン＞

将来像

・町民や観光客から信頼される、持続可能な国際リゾート

・成熟した通年型の国際リゾート

・高品質・高付加価値の国際リゾート

・町民が誇れる国際リゾート

＜主な取組＞

・サスティナビリティコーディネーター配置・支援

・観光指標モニタリング調査

・着地型旅行深化、販路拡大

・マーケティング・プロモーション強化　　など

商工観光課商工観光係 川埜

グリーン・デスティネイションズ

世界の持続可能な観光地TOP100選2年連続受賞

GSTC公式トレーニング実施

国連世界観光機関（UNWTO）　ベスト・ツーリズム・ビレッジ選定

COP26　グラスゴー宣言署名

イ　交流人口、関係人口の拡大と居住環境の整備事業 



ローカルスマート交通深化・展開事業

R5予算：1,850万円 2019年～

ニセコ町の地域公共交通の最適化を更に深化させ、住民生
活向上や観光・商業振興、環境負荷軽減（社会・経済・環境）
の相乗効果を高め、地域の持続可能性の強化を目指します。

町内運行のデマンドバス「にこっとバス」を補完する交通とし
て、以下の実証運行・助け合い交通を実施しています。

●冬期循環バス「ニセコ周遊バス」

　これまでのスキーバスと周遊バスを統合しました。冬季の利
用頻度の多い区間を周回し、町民スキー利用や観光客利
用・町内消費拡大を図ります。またデマンドバスの混雑緩和
により、域内交通の最適化を図ります。

●ボランティアドライバーによる「助け合い交通」

　町内の自治会（福井地区親交会）が、地区の交通不便者を
地区住民がボランティアドライバーとなりサポートする取組で
す。ご近所づきあいの延長として、地区の人同士が助け合っ
て実施しています。この取組を支援し、町内他地域への横展
開を支援しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニセコ周遊バスの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紹介動画

企画環境課自治創生係
 

担当：島﨑

ウ　魅力的で持続可能なまちづくりの推進事業



スカイバスニセコ運行事業（観光地
づくり支援事業）
R5予算：500万円 2022年～

　倶知安・ニセコ両町の観光協会が連携し、新たな広域交通
の実証事業として、「スカイバスニセコ」を運行します。

　このバスは、グリーンシーズンに両町を結ぶもので、日中だ
けでなく、夜間にも運行します。また、屋根のないバス（オー
プントップバス）で運行し、ニセコの夏風を直接感じられるなど、
乗ること自体が楽しめるバスにもなっています。

＜令和５年度の運行概要＞

■運行期間／7月15日～9月3日　

■運行本数／①ニセコパノラマ号（昼便）１日８便、②ニ
セコナイト号（夜間便）１日８往復

■運行ルート／①倶知安駅前⇔道の駅ニセコビュープ
ラザ、②倶知安駅前⇔ニセコ駅前

※各経由（花園エリア・ひらふエリア・東山エリア指定バ
ス停）

■運行時間／①9：30～16：15着、②17：00～22：38着

■運賃／昼夜共通３回乗車件（２日間有効）：おとな
1200円、こども600円　※町民割引有

商工観光課商工観光係 川埜

写真提供：日の丸自動車興行

イ　交流人口、関係人口の拡大と居住環境の整備事業 



にぎわいづくり起業者等サポート事業

R5予算：300万円 2011年～

ニセコ町で、事業に「チャレンジする」、事業の「ステップアップ
する」方をサポートしています！

ニセコ町内で、新しくお店を出店したい、空き店舗を借りたい、
今のお店を拡張したい、お店の業種を転換したい、

そんなみなさんに対し、

工事費用等の一部を助成する制度です。

令和３年度までに、４７件の取組に対し、支援を行っていま
す！

この制度により、

・「チャレンジ・ステップアップ」する方の支援・環
境整備

・町内消費拡大による地域経済への効果

・事業者数の増加による産業基盤の安定化と
活性化

などを目指しています。

商工観光課商工観光係 川埜

飲食店、宿泊施設、加工場、
町工場、パン屋、理髪店、花
屋など多様な分野で、観光客
に限らず、町民生活に身近な
お店も活用しています。

ニセコ町商工会の会員は過
去最高を更新し、増加中！！

ア　地域資源を活かした産業の育成と多様な働き方を実現できる環境づくり事業



SDGs普及・展開、人材育成事業

R5予算：150万円 2018年～

SDGsの目標達成に向けて、町民一人ひとり、あるいは事業者

等での身近なアクションに結び付けるため、普及・展開の活動
を進めています。町内で開催されるSDGs関連イベントへの支援

のほか、町民及び子どもたちの参加を支援しながら、多様な人
材の育成に取り組みます。

●SDGs国際会議等への子どもたちの参加支援

●SDGs研修（カードゲームなど）

●SDGs企画展示

●小中高校でのSDGs講話

●地域材をつかったSDGｓバッチの配布

●SDGs本の配布（全児童生徒など）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

企画環境課自治創生係 担当：島﨑

左上・中：SDGs高校生未来会議 in NISEKOの様子と

　　　　　　参加したニセコ高校生

左下：地域材を使ったSDGｓバッチ

右上：SDGs企画展示の際、クイズボードで学ぶ子どもたち

右下：ニセコ町の取組も掲載してるSDGs本

ウ　魅力的で持続可能なまちづくりの推進事業



中央倉庫群交流支援事業

R5予算：1,500万円 2016年～

　旧農協倉庫をリノベーションした施設「中央倉庫群」を情報や人材が交流し、
文化を発信する新たな拠点施設として活用しています。指定管理者による管
理運営により、町民の利活用を促進し、交流イベントの企画・運営などを実施。
併せて地域材を活用した木製遊具の整備など子育て支援の充実も図ってい
ます。さらにテレワークやワーケーション、地域おこし協力隊の活動拠点、移
住相談の拠点施設として利活用を進めます。

※中央倉庫群の旧でんぷん工場内はフリースペースがあり、誰でも無料で

　　利用可能（有料での貸館利用も可能）。館内にはカフェがあるほか、キッ
ズスペース、授乳室、フリーWifiなど、設備も充実しています。

●木製遊具、おもちゃなどの充実

●テレワーク利用環境の向上

●キッズパークなど子育て支援イベントの開催

●コンサートや映画会などの文化交流イベントの開催支援

●地元産品を使った新しい土産品開発・販売

●町民、地域おこし協力隊、移住希望者などの交流促進　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

企画環境課自治創生係 担当：島﨑

ウ　魅力的で持続可能なまちづくりの推進事業



コミュニティFM「ラジオニセコ」支援事業

R5予算：3,500万円 2012年～

　ラジオニセコは、2012年3月31日に地域の子どもたちの声とともに放送を開
始したコミュニティFMです。町民が中心となっているラジオニセコ放送劇団に

よるラジオドラマや町民パーソナリティによる番組など「聴くだけじゃない。出
るラジオ！」を合言葉に町民全員参加を目指しています。

開局10年目を迎え、音響調整卓などの備品を毎年少しずつ更新中です。

また、町内には電波の状態が悪く、放送を聞くことができない地域があります。
そこで、ラジオニセコからの放送を町内にまんべんなく届けるため、送信所を
今のヘリポートからより電波状態のよい場所で移設することで改善を図りま
す。

●ラジオニセコの備品の更新（音響調整卓やPC関連など）

●町内の難聴地域を解消するため、送信所の移設にかかる費用　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

企画環境課広報広聴係 担当：大野
出演したみなさん

町民パーソナリティの
放送

ラジオニセコ
フォーラム

写真提供：ラジオニセコ

ウ　魅力的で持続可能なまちづくりの推進事業



教育 Ｉ Ｃ Ｔ 整備事業（Ｇ Ｉ Ｇ Ａ スクール構想）

R4事業費：530万円 2019年～

　令和元年、国は新たに児童生徒１人１台端末を前提とした高速大容量の通
信ネットワークを整備する「ＧＩＧＡスクール構想」を打ち出し、令和時代のスタ
ンダードな学校像として「多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正
に個別最適化された学び」を掲げ、全国の学校現場で早急な整備を促してい
ます。それにより、学校教育における学習活動の一層の充実を図ることが可
能で、主体的、対話的で深い学びを実現させます。

ニセコ町の学習におけるＩＣＴ活用の推進に係る基本方針

・教室等において、すべての児童生徒がＩＣＴ機器を利用できる環境をハード、

　ソフト両面から構築し、日常的に授業等で活用できるよう整備する。

・児童生徒がいつでも主体的・協働的で深い学びに取り組むことができるよう、

　家庭等においても在校中と同様に利用できるシステム等を整備する。

・教職員のＩＣＴ活用能力や授業力を高め、児童生徒の学びの最適化を図る。

整備状況（予定を含む）

●児童生徒及び教師用ＰＣ

●大型提示装置（ディスプレイ）

●家庭学習用ポケットWi－Fi

●遠隔学習用マイクスピーカー

●WEB会議用スピーカーシステム　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

学校教育課学校教育係 担当：赤木

＜R4寄付者＞
株式会社CHINTAI

ウ　魅力的で持続可能なまちづくりの推進事業



ふるさと納税で
ニセコ町のまちづくりにご参加を！

環境創造都市ニセコ町

　国にさきがけ2004年から取り組んでいるニセコ

町ふるさとづくり寄付事業は、みなさん一人ひとり

の「ニセコ町への想い」を寄付金という形にして

応援する制度です。

　いただいた寄付金は、教育・文化活動やコミュ

ニティ活動支援、産業振興、そしてニセコ町のす

ばらしい自然を未来に引き継ぐために大切に使

用させていただきます。

　また、ご寄付いただいた方とつながりを持つ、

「ふるさと住民票」の取り組みも行っております。

ニセコ町のまちづくり、ふるさとづくりに共感して

いただけるみなさん、ニセコファンのみなさん、応

援を心よりお待ちしています。

　

　　　　　ふるさと住民カード

ふるさと納税制度（個人版）も！

ニセコ町 企画環境課経営企画係
048-1595 北海道虻田郡ニセコ町字富士見55番地 TEL 0136-44-2121 FAX 0136-44-3500
E-mail：kikaku@town.niseko.lg.jp 詳しくはホームページをご覧ください。 北海道　ニセコ町 検 索

ニセコ町ホームページ「ふるさと納税」

住民税の寄付金控除の対象になります

　この制度は、「ふるさと」を応援したいという納税者の方々の思いを実現
するため、地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定
限度まで控除する仕組みです。

　個人の方が、市区町村や都道府県に2,000円を超える額の寄附をした
場合、寄附金額から2,000円を差し引いた額を、所得税と住民税の合計
額から、寄附金控除により一定の限度まで全額控除する制度です。

　寄附対象は出身地に限らず、全国すべての市区町村・都道府県に寄
附した場合でも控除の対象となります。

　この制度による控除を受けようとする場合には、住所地の所轄税務署に
確定申告する必要があります。

寄付金は下記の事業に活用させていただきます
1、森林資源の維持、保全及び整備に関する事業
2、環境の保全及び景観維持、再生に関する事業
3、自然エネルギー及び省エネルギー設備の整備に関する事業
4、有島武郎に関する資料の収集及び有島記念館特別展に関する事業
5、住民自治の醸成又はコミュニティの推進に関する事業
6、教育、スポーツの振興及び子育て環境整備に関する事業

7、住民福祉及び生活環境整備に関する事業
8、NPO及びボランティア組織の活動に関する事業
9、産業振興に関する事業  
10、その他まちづくりに関する事業 
11、町長が特に指定する事業

木育活動、自然エネルギー導入、教育・子育て支援、ボランティア活動支援など

ふるさと納税（個人版）
お問い合わせ先

 

北海道 ニセコ町 
Hokkaido Niseko Town 羊蹄山 Mt.YOTEI 


